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【 手 続 補 正 書 】
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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 映 像 を 表 示 す る 表 示 手 段 と 、
　 上 記 表 示 手 段 に 表 示 さ れ て い る 上 記 映 像 の 映 像 デ ー タ を 順 次 更 新 し な が ら 一 時 記 憶 す る
記 憶 手 段 と 、
　 所 定 の 第 １ の 外 部 操 作 に 応 じ て 、 上 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 上 記 映 像 デ ー タ を 所 定 の 外
部 記 憶 媒 体 に 書 き 込 む と 共 に 、 所 定 の 第 ２ の 外 部 操 作 に 応 じ て 、 上 記 外 部 記 憶 媒 体 に 書 き
込 ん だ 上 記 映 像 デ ー タ を 読 み 出 す 読 書 き 手 段 と 、
　 上 記 読 書 き 手 段 に よ り 上 記 外 部 記 憶 媒 体 か ら 読 み 出 さ れ た 上 記 映 像 デ ー タ に 基 づ く 映 像
を 上 記 表 示 手 段 の 画 面 に 表 示 さ せ る 表 示 制 御 手 段 と
　 を 具 え る こ と を 特 徴 と す る 映 像 表 示 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　
　
【 請 求 項 ３ 】
　

　
【 請 求 項 ４ 】
　

　
【 請 求 項 ５ 】

上 記 外 部 記 憶 媒 体 の 書 き 込 み 可 能 回 数 は 、 上 記 記 憶 手 段 の 書 き 込 み 可 能 回 数 よ り 少 な い
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 映 像 表 示 装 置 。

上 記 外 部 記 憶 媒 体 は 着 脱 可 能 な 外 部 メ モ リ に よ り 構 成 さ れ 、 装 着 さ れ た 上 記 外 部 メ モ リ
に 関 す る 各 種 情 報 が 上 記 表 示 手 段 の 画 面 に 表 示 さ れ る

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 映 像 表 示 装 置 。

上 記 各 種 情 報 に は 、 少 な く と も 上 記 映 像 デ ー タ を 記 憶 す る こ と が で き る 上 記 外 部 メ モ リ
の 記 憶 残 量 、 若 し く は 、 上 記 第 ２ の 外 部 操 作 に 応 じ て 上 記 外 部 メ モ リ か ら 読 み 出 さ れ る 上
記 映 像 デ ー タ の 読 み 出 し 位 置 に 対 応 す る 情 報 が 含 ま れ て い る

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 映 像 表 示 装 置 。



　 上 記 読 書 き 手 段 は 、
　 上 記 映 像 デ ー タ を 、 所 定 の 圧 縮 フ ォ ー マ ッ ト に よ り 圧 縮 し て 上 記 記 憶 手 段 に 記 憶 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 映 像 表 示 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　
　
　
【 請 求 項 ７ 】
　
　

　
【 請 求 項 ８ 】
　
　

　
【 請 求 項 ９ 】
　
　

　
【 請 求 項 １ ０ 】
　 上 記 読 書 き 手 段 は 、
　 上 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 上 記 映 像 デ ー タ を 、 所 定 の 著 作 権 保 護 方 式 に 準 拠 し た 通 信 方
式 で 上 記 外 部 記 憶 媒 体 に 送 信 し 、 及 び 又 は 上 記 著 作 権 保 護 方 式 に 準 拠 し た フ ォ ー マ ッ ト で
上 記 外 部 記 憶 媒 体 に 書 き 込 む
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 映 像 表 示 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 上 記 読 書 き 手 段 は 、
　 上 記 外 部 記 憶 媒 体 に 書 き 込 ま れ た 上 記 映 像 デ ー タ を 、 上 記 第 ２ の 外 部 操 作 に 応 じ た 読 出
し モ ー ド で 読 み 出 す
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 映 像 表 示 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　
　

　
【 請 求 項 １ ３ 】
　 上 記 表 示 制 御 手 段 は 、
　 上 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ る 上 記 映 像 デ ー タ に 基 づ く 第 １ の 上 記 映 像 と 、 上 記 外 部 記 憶 媒
体 か ら 読 み 出 し た 上 記 映 像 デ ー タ に 基 づ く 第 ２ の 上 記 映 像 と を 上 記 表 示 手 段 に 表 示 さ せ る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 映 像 表 示 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 表 示 手 段 に 表 示 さ れ て い る 上 記 映 像 の 映 像 デ ー タ を 順 次 更 新 し な が ら 一 時 記 憶 す る 第 １
の ス テ ッ プ と 、
　 所 定 の 第 １ の 外 部 操 作 に 応 じ て 、 上 記 記 憶 手 段 に 記 憶 保 持 さ れ た 上 記 映 像 デ ー タ を 所 定
の 外 部 記 憶 媒 体 に 書 き 込 む 第 ２ の ス テ ッ プ と 、
　 所 定 の 第 ２ の 外 部 操 作 に 応 じ て 、 上 記 外 部 記 憶 媒 体 に 書 き 込 ん だ 上 記 映 像 デ ー タ を 読 み
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上 記 読 書 き 手 段 は 、
上 記 映 像 の 映 像 デ ー タ を 順 次 更 新 し な が ら 圧 縮 し て 上 記 記 憶 手 段 に 一 時 記 憶 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 映 像 表 示 装 置 。

上 記 第 １ の 外 部 操 作 が 行 わ れ た 場 合 に 、
上 記 表 示 制 御 手 段 は 、 上 記 第 １ の 外 部 操 作 が 行 わ れ た と き の １ フ レ ー ム 分 の 映 像 デ ー タ

を 少 な く と も 上 記 表 示 手 段 の 画 面 の 一 部 に 表 示 さ せ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 映 像 表 示 装 置 。

上 記 読 書 き 手 段 は 、
上 記 第 １ の 外 部 操 作 に 応 じ て 、 上 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 上 記 映 像 デ ー タ を 上 記 外 部 記

憶 媒 体 に 書 き 込 む 間 、 上 記 第 １ の 外 部 操 作 に 対 す る 応 答 を 禁 止 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 映 像 表 示 装 置 。

上 記 読 書 き 手 段 は 、
上 記 第 １ の 外 部 操 作 に 応 じ て 、 上 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 上 記 映 像 デ ー タ を 上 記 外 部 記

憶 媒 体 に 書 き 込 ん だ 後 に 、 上 記 第 １ の 外 部 操 作 に 対 す る 応 答 の 禁 止 を 解 除 す る と 共 に 、 上
記 第 ２ の 外 部 操 作 に 応 じ て 、 上 記 外 部 記 憶 媒 体 に 書 き 込 ん だ 当 該 映 像 デ ー タ を 読 み 出 す

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 映 像 表 示 装 置 。

上 記 表 示 制 御 手 段 は 、
上 記 表 示 手 段 の 画 面 の 少 な く と も 一 部 に 、 上 記 外 部 記 憶 媒 体 か ら 読 み 出 さ れ た 上 記 映 像

デ ー タ を 、 上 記 読 出 し モ ー ド に 対 応 し た 表 示 モ ー ド で 表 示 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 映 像 表 示 装 置 。



出 す 第 ３ の ス テ ッ プ と 、
　 上 記 外 部 記 憶 媒 体 か ら 読 み 出 さ れ た 上 記 映 像 デ ー タ に 基 づ く 映 像 を 上 記 表 示 手 段 に 表 示
さ せ る 第 ４ の ス テ ッ プ と
　 を 具 え る こ と を 特 徴 と す る 映 像 表 示 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 上 記 第 １ の ス テ ッ プ で は 、
　 上 記 映 像 デ ー タ を 、 所 定 の 圧 縮 フ ォ ー マ ッ ト に よ り 圧 縮 し て 記 憶 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 映 像 表 示 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 上 記 第 ２ の ス テ ッ プ で は 、
　 記 憶 し た 上 記 映 像 デ ー タ を 、 所 定 の 著 作 権 保 護 方 式 に 準 拠 し た 通 信 方 式 で 上 記 外 部 記 憶
媒 体 に 送 信 し 、 及 び 又 は 上 記 著 作 権 保 護 方 式 に 準 拠 し た フ ォ ー マ ッ ト で 上 記 外 部 記 憶 媒 体
に 書 き 込 む
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 映 像 表 示 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 上 記 第 ３ の ス テ ッ プ で は 、
　 上 記 外 部 記 憶 媒 体 に 書 き 込 ま れ た 上 記 映 像 デ ー タ を 、 上 記 第 ２ の 外 部 操 作 に 応 じ た 読 出
し モ ー ド で 読 み 出 す
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 映 像 表 示 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 上 記 第 ４ の ス テ ッ プ で は 、
　 記 憶 す る 上 記 映 像 デ ー タ に 基 づ く 第 １ の 上 記 映 像 と 、 上 記 外 部 記 憶 媒 体 か ら 読 み 出 し た
上 記 映 像 デ ー タ に 基 づ く 第 ２ の 上 記 映 像 と を 上 記 表 示 手 段 に 表 示 さ せ る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 映 像 表 示 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 デ マ ル チ プ レ ク サ 回 路 ８ は 、 供 給 さ れ る デ ス ク ラ ン ブ ル テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 信 号 Ｓ ４ を 符
号 化 映 像 デ ー タ Ｄ １ 、 音 声 符 号 化 デ ー タ Ｄ ２ 及 び サ ー ビ ス デ ー タ Ｄ ３ に 分 離 し 、 符 号 化 映
像 デ ー タ Ｄ １ を ビ デ オ デ コ ー ダ 回 路 ９ に 送 出 す る と 共 に 、 符 号 化 音 声 デ ー タ Ｄ ２ を オ ー デ
ィ オ ブ ロ ッ ク １ ６ の オ ー デ ィ オ デ コ ー ダ 回 路 １ ７ に 送 出 し 、 サ ー ビ ス デ ー タ Ｄ ３ を バ ス １
０ を 介 し て ビ デ オ ブ ロ ッ ク ６ 全 体 の 動 作 制 御 を 司 る Ｍ Ｐ Ｕ （ Micro Processor Unit） １ １
に 送 出 す る 。
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